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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光量調節部材を駆動する光量調節駆動部を有する可動筒を光軸方向に移動可能に支持す
る固定筒と、
　前記光量調節駆動部に接続される第１の接続部を有するフレキシブル基板と、
　前記固定筒を支持する支持部材と、を備えるレンズ鏡筒であって、
　前記固定筒には、前記フレキシブル基板を前記固定筒の外側に導出させる切り欠き部が
形成されているとともに、前記切り欠き部から導出させた前記フレキシブル基板の第１の
領域を固定する固定部が形成されており、
　前記支持部材には、前記第１の領域が前記固定部に固定された状態にて、前記切り欠き
部から導出させた前記フレキシブル基板の第２の領域が前記固定筒の外側に移動すること
を規制する移動規制部が形成されており、
　前記第２の領域は、前記第１の接続部と前記第１の領域との間の領域であることを特徴
とするレンズ鏡筒。
【請求項２】
　前記固定部は、径方向外側に突出している固定軸で形成されており、
　前記移動規制部には、前記固定軸に挿入される切り抜き部が形成されていることを特徴
とする請求項１に記載のレンズ鏡筒。
【請求項３】
　前記固定筒の外周面には、前記固定筒の外側に突出する壁部が前記切り欠き部の周囲に
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形成されており、
　前記壁部と前記移動規制部によって前記フレキシブル基板の前記第２の領域を収納可能
な収納空間が画成されることを特徴とする請求項１又は２に記載のレンズ鏡筒。
【請求項４】
　前記壁部は、前記切り欠き部の被写体側に形成されており、
　前記固定部は、前記壁部に形成されていることを特徴とする請求項３に記載のレンズ鏡
筒。
【請求項５】
　レンズ鏡筒を備える撮像装置であって、
　前記レンズ鏡筒として、請求項１乃至４のいずれか１項に記載のレンズ鏡筒を備えるこ
とを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　光学部材を駆動する光学部材駆動部を有する可動筒を光軸方向に移動可能に支持する固
定筒と、
　前記光学部材駆動部に接続される第１の接続部を有するフレキシブル基板と、
　前記固定筒を支持する支持部材と、を備えるレンズ鏡筒であって、
　前記固定筒には、切り欠き部及び固定部が形成されており、
　前記フレキシブル基板は、前記切り欠き部から前記固定筒の外側に導出されており、
　前記切り欠き部から導出された前記フレキシブル基板の第１の領域が、前記固定部に固
定されており、
　前記支持部材には、移動規制部が形成されており、
　前記移動規制部は、前記切り欠き部から導出された前記フレキシブル基板の第２の領域
が前記固定筒の外側に移動することを規制し、
　前記第２の領域は、前記第１の接続部と前記第１の領域との間の領域であることを特徴
とするレンズ鏡筒。
【請求項７】
　前記固定部は、前記固定筒の径方向外側に突出している固定軸で形成されており、
　前記固定軸は、前記フレキシブル基板の前記第１の領域に形成された孔に嵌合し、
　前記移動規制部は、前記固定軸が挿入される切り抜き部を有することを特徴とする請求
項６に記載のレンズ鏡筒。
【請求項８】
　前記固定筒の外周面には、前記固定筒の径方向外側に突出する壁部が前記切り欠き部の
周囲に形成されており、
　前記壁部と前記移動規制部によって前記フレキシブル基板の前記第２の領域を収納可能
な収納空間が画成されていることを特徴とする請求項６又は７に記載のレンズ鏡筒。
【請求項９】
　前記壁部は、前記切り欠き部の被写体側に形成されており、
　前記固定部は前記壁部に形成されていることを特徴とする請求項８に記載のレンズ鏡筒
。
【請求項１０】
　レンズ鏡筒を備える撮像装置であって、
　前記レンズ鏡筒として、請求項６乃至９のいずれか１項に記載のレンズ鏡筒を備えるこ
とを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャッターフレキシブル基板を有するレンズ鏡筒、及びレンズ鏡筒を備える
デジタルカメラ等の撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　デジタルカメラ等に搭載されるレンズ鏡筒として、シャッターフレキシブル基板の連結
部及び接続部を固定筒に形成された貫通孔を通過させて外部に露出させるものが提案され
ている（特許文献１）。この提案では、シャッターフレキシブル基板の接続部を固定筒の
貫通孔を通過させた直後に折り曲げて、固定筒の外周側に配置された鏡筒フレキシブル基
板に接続する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２２５４３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１では、固定筒に支持されている鏡筒を所定の位置まで繰り出さ
ないと、固定筒の貫通孔にシャッターフレキシブル基板の連結部及び接続部を差し込むこ
とができないため、組付作業性が悪い。
【０００５】
　また、シャッターフレキシブル基板の接続部を固定筒の貫通孔を通過させた直後に折り
曲げるため、シャッターフレキシブル基板の連結部に鏡筒内部への押込み力が発生する。
このため、シャッターフレキシブル基板の連結部で撮影光学系を通過した光が反射してゴ
ーストやフレアが発生したり、レンズ鏡筒の収納状態で、シャッターフレキシブル基板が
鏡筒内部の部品に挟み込まれて断線したりするおそれがある。
【０００６】
　そこで、本発明は、シャッターフレキシブル基板の組付作業性の向上を図るとともに、
ゴーストやフレアが発生したり、シャッターフレキシブル基板がレンズ鏡筒の収納状態で
鏡筒内の部品に挟み込まれたりするのを回避する仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本願発明のレンズ鏡筒は、光量調節部材を駆動する光量調
節駆動部を有する可動筒を光軸方向に移動可能に支持する固定筒と、前記光量調節駆動部
に接続される第１の接続部を有するフレキシブル基板と、前記固定筒を支持する支持部材
と、を備えるレンズ鏡筒であって、前記固定筒には、前記フレキシブル基板を前記固定筒
の外側に導出させる切り欠き部が形成されているとともに、前記切り欠き部から導出させ
た前記フレキシブル基板の第１の領域を固定する固定部が形成されており、前記支持部材
には、前記第１の領域が前記固定部に固定された状態にて、前記切り欠き部から導出させ
た前記フレキシブル基板の第２の領域が前記固定筒の外側に移動することを規制する移動
規制部が形成されており、前記第２の領域は、前記第１の接続部と前記第１の領域との間
の領域であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、シャッターフレキシブル基板の組付作業性の向上を図ることができる
とともに、ゴーストやフレアが発生したり、シャッターフレキシブル基板がレンズ鏡筒の
収納状態で鏡筒内の部品に挟み込まれたりするのを回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の撮像装置の実施形態の一例であるデジタルカメラに搭載されるレンズ鏡
筒の分解斜視図である。
【図２】フォーカスユニットの分解斜視図である。
【図３】２群ユニットの分解斜視図である。
【図４】１群ユニットの分解斜視図である。
【図５】筒ユニットを説明するための分解斜視図である。
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【図６】筒ユニットを説明するための分解斜視図である。
【図７】ズーム減速ギアユニットの分解斜視図である。
【図８】撮像素子ユニットの分解斜視図である。
【図９】１群ユニットに組み込まれた２群ユニットのシャッターフレキシブル基板を筒ユ
ニットの固定筒に組み込む前の状態を示す分解斜視図である。
【図１０】２群ユニットのシャッターフレキシブル基板が固定筒に組み込まれた筒ユニッ
トをフォーカスユニットの支持地板に組み込む前の状態を示す分解斜視図である。
【図１１】２群ユニットのシャッターフレキシブル基板が固定筒に組み込まれた筒ユニッ
トがフォーカスユニットの支持地板に組み込まれた状態を示す斜視図である。
【図１２】シャッターフレキシブル基板の連結部が収納される収納空間を示す断面図であ
る。
【図１３】レンズ鏡筒の収納状態においてシャッターフレキシブル基板の連結部２０ｃが
収納空間に収納された状態を示す縦断面図である。
【図１４】レンズ鏡筒のワイド状態における収納空間でのシャッターフレキシブル基板の
連結部の状態を示す縦断面図である。
【図１５】レンズ鏡筒のテレ状態における収納空間でのシャッターフレキシブル基板の連
結部の状態を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態の一例を図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の撮像装置の実施形態の一例であるデジタルカメラに搭載されるレンズ
鏡筒の分解斜視図である。
【００１２】
　図１に示すように、レンズ鏡筒７００は、フォーカスユニット１００、２群ユニット２
００、１群ユニット３００、筒ユニット４００、ズーム減速ギアユニット５００、及び撮
像素子ユニット６００を備える。ここで、２群ユニット２００は、本発明の第２の鏡筒の
一例に相当し、１群ユニット３００は、本発明の第１の鏡筒の一例に相当する。
【００１３】
　フォーカスユニット１００は、筒ユニット４００、ズーム減速ギアユニット５００、及
び撮像素子ユニット６００を支持する。筒ユニット４００は、２群ユニット２００、及び
１群ユニット３００を光軸方向に移動可能に支持する。
【００１４】
　図２は、フォーカスユニット１００の分解斜視図である。
【００１５】
　図２に示すように、フォーカスユニット１００は、支持地板１、第３のレンズ保持枠２
、撮影光学系３、ガイド軸４、スプリング５、フォーカスモーター６、及び鏡筒フレキシ
ブル基板８を備える。ここで、支持地板１は、本発明の支持部材の一例に相当する。
【００１６】
　支持地板１には、中央部に被写体光線の入射光量を決定し、かつ有害光線をカットする
ための開口部１ａが形成されている。開口部１ａの周囲には、第３のレンズ保持枠２を回
転規制するための回転規制軸１ｂ、回転規制軸１ｂと対向する位置にガイド軸４を支持す
るための孔１ｃ，１ｄ、及びスプリング５を掛けるためのフック１ｅが形成されている。
フック１ｅは、孔１ｃの近傍に配置されている。
【００１７】
　また、開口部１ａの周囲には、後述する固定筒５１の切り欠き部５１ｄを覆い、シャッ
ターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃのレンズ鏡筒７００の径方向外側への移動を規
制するための移動規制部１ｆが形成されている。
【００１８】
　移動規制部１ｆは、固定筒５１の収納空間５１ｋ（図１３参照）の一部を形成するよう
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に構成され、先端部中央には、固定筒５１の固定軸５１ｇ（図５参照）が挿入されるＵ字
状の孔１ｇが形成されている。
【００１９】
　また、支持地板１には、後述する駆動手段としてのズームモーター６１を保持するため
の保持部１ｈが形成され、保持部１ｈの近傍には、後述する減速ギア６３，６４を支持す
る支持部１ｋが形成されている。
【００２０】
　第３のレンズ保持枠２には、中央に開口部２ａを有するフランジ部２ｂが形成されてお
り、フランジ部２ｂには、焦点調節用の撮影光学系３が保持される。フランジ部２ｂの外
周側には、軸受孔２ｃが形成され、軸受孔２ｃには、ガイド軸４が嵌合される。これによ
り、第３のレンズ保持枠２は、ガイド軸４上を撮影光学系３の光軸方向に沿って移動可能
に支持地板１に支持される。
【００２１】
　軸受孔２ｃの近傍には、スプリング５を掛けるためのフック２ｅとフォーカスモーター
６のナット６ｃを当接させるための当接面２ｆが形成されている。また、フランジ部２ｂ
の外周側には、Ｕ字状の孔２ｄが形成され、孔２ｄには、支持地板１の回転規制軸１ｂが
嵌合される。これにより、第３のレンズ保持枠２の回転が規制される。
【００２２】
　ガイド軸４は、撮影光学系３の光軸方向と平行に配置され、一端が支持地板１の被写体
側の孔１ｃに嵌合され、他端が支持地板１の像面側の孔１ｄに嵌合される。これにより、
ガイド軸４が支持地板１に支持され、結果として、第３のレンズ保持枠２がガイド軸４を
介して支持地板１に支持される。
【００２３】
　スプリング５は、ガイド軸４の近傍でガイド軸４に対して平行に配置され、一端が支持
地板１のフック１ｅに掛けられ、他端が第３のレンズ保持枠２のフック２ｇに掛けられる
ことで、第３のレンズ保持枠２を繰り出し方向（被写体側）に付勢する。
【００２４】
　フォーカスモーター６は、ビス７により支持地板１に固定される。フォーカスモーター
６には、鏡筒フレキシブル基板８のモーター接続部８ａと電気的に接続するための接続端
子６ａが設けられている。また、フォーカスモーター６には、第３のレンズ保持枠２を光
軸方向に進退移動させるためのスクリューネジ６ｂが設けられている。スクリューネジ６
ｂには、ナット６ｃが螺合し、ナット６ｃは、第３のレンズ保持枠２の当接面２ｆに当接
する。
【００２５】
　鏡筒フレキシブル基板８は、支持地板１の像面側に配置される。鏡筒フレキシブル基板
８には、フォーカスモーター６の接続端子６ａを接続するための接続部８ａと、ズームモ
ーター６１の接続端子６１ａ（図７参照）を接続するための接続部８ｂとが設けられてい
る。
【００２６】
　また、鏡筒フレキシブル基板８には、シャッターフレキシブル基板２０の接続部２０ｂ
（図３参照）を接続するための接続部８ｃと、不図示のカメラ本体の電気部品と接続する
ための接続部８ｄとが設けられている。接続部８ｄによりカメラの操作情報がレンズ鏡筒
７００に送信され、レンズ鏡筒７００が動作する。
【００２７】
　図３は、２群ユニット２００の分解斜視図である。
【００２８】
　図３に示すように、２群ユニット２００は、シャッター地板１１、シャッター羽根１２
，１３、中間シート１４、ＮＤ羽根１５、羽根押え１６、及びシャッター・ＮＤ駆動部１
７を備える。また、２群ユニット２００は、防振駆動部１８、２群レンズユニット１９、
及びシャッターフレキシブル基板２０を備える。
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【００２９】
　シャッター地板１１は、中央部に開口部１１ａが形成され、外周部には、第２のカム筒
５２の３本のカム溝５２ｄ（図５参照）に係合する３本のカムフォロア１１ｂが形成され
ている。シャッター地板１１の像面側には、シャッター羽根１２，１３、中間シート１４
、ＮＤ羽根１５、及び羽根押え１６が配置される。
【００３０】
　シャッター羽根１２にはシャッター地板１１に回転可能に支持される孔１２ａと図示し
ない長孔が形成され、シャッター羽根１３には孔１３ａと長孔１３ｂが形成されている。
シャッター羽根１２は、孔１２ａにおいて中間シートを介してシャッター地板１１に回転
可能に支持され、長孔においてシャッター・ＮＤ駆動部１７に回転可能に支持されている
。シャッター羽根１３は、孔１３ａにおいて中間シート１４を介してシャッター地板１１
に回転可能に支持され、長孔１３ｂにおいてシャッター・ＮＤ駆動部１７に回転可能に連
結されている。
【００３１】
　中間シート１４の中央部には、被写体光線の入射光量を決定し、かつ有害光線をカット
するための開口部１４ａが形成されている。
【００３２】
　ＮＤ羽根１５には、シャッター地板１１に回転可能に支持される孔１５ａと、シャッタ
ー・ＮＤ駆動部１７に回転可能に支持される長孔１５ｂとが形成されている。ＮＤ羽根１
５は、羽根押え１６を介してシャッター地板１１に保持される。
【００３３】
　羽根押え１６は、シャッター地板１１支持され、シャッター羽根１２，１３、中間シー
ト１４、及びＮＤ羽根１５を保持する。
【００３４】
　シャッター・ＮＤ駆動部１７は、シャッター地板１１の前方に開口部１１ａを囲むよう
に配置される。シャッター・ＮＤ駆動部１７は、シャッター羽根１２，１３と、ＮＤ羽根
１５とを開閉動作させる。
【００３５】
　防振駆動部１８は、シャッター地板１１の前方に開口部１１ａを囲むように配置される
。防振駆動部１８は、２群レンズユニット１９を光軸と直交する方向に微少移動させるこ
とで、手ブレを防止する。
【００３６】
　２群レンズユニット１９は、第２のレンズ保持枠１９ａと変倍用の撮影光学系２１とで
構成され、シャッター地板１１とシャッター・ＮＤ駆動部１７及び防振駆動部１８との間
に光軸と直交する方向に移動可能に支持される。
【００３７】
　シャッターフレキシブル基板２０は、シャッター・ＮＤ駆動部１７及び防振駆動部１８
の前方に配置される。シャッターフレキシブル基板２０は、シャッター・ＮＤ駆動部１７
及び防振駆動部１８に接続されるリング状の接続部２０ａと、鏡筒フレキシブル基板８の
接続部８ｃに接続される接続部２０ｂと、接続部２０ａと接続部２０ｂを連結する連結部
２０ｃとを有する。
【００３８】
　連結部２０ｃは、光軸方向に沿って配置され、また、連結部２０ｃには、固定筒５１の
固定軸５１ｇ（図５参照）に嵌合される孔２０ｄが形成されている。ここで、接続部２０
ａは、本発明の第１の接続部の一例に相当し、接続部２０ｂは、本発明の第２の接続部の
一例に相当する。
【００３９】
　図４は、１群ユニット３００の分解斜視図である。
【００４０】
　図４に示すように、１群ユニット３００は、１群筒３１、第１のレンズ保持枠３２、撮
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影光学系３３，３４、バリア駆動リング３５、スプリング３６，３７、バリア羽根３８，
３９、及びバリアカバー４１を備える。
【００４１】
　１群筒３１には、フランジ部３１ａが形成され、フランジ部３１ａの中央部には、開口
部３１ｂが形成されている。開口部３１ｂの外側には、バリア羽根３８，３９を支持する
ための支持孔３１ｃ，３１ｄが形成されている。１群筒３１の外周側には、第１のカム筒
５４の３本のカム溝５４ｃ（図６参照）に係合する３本のカムフォロア３１ｅが形成され
ている。
【００４２】
　第１のレンズ保持枠３２は、変倍用の撮影光学系３３，３４を保持し、１群筒３１の開
口部３１ｂに支持される。
【００４３】
　バリア駆動リング３５は、１群筒３１の開口部３１ｂの外周側に回転可能に支持され、
回転することで、バリア羽根３８，３９を開閉動作させる。バリア駆動リング３５には、
スプリング３６，３７を掛けるためのフック３５ａ，３５ｂと、バリア羽根３８，３９を
駆動するための駆動部３５ｃ，３５ｄとが形成されている。
【００４４】
　バリア駆動リング３５の外周側には、レンズ鏡筒７００の収納動作において、第１の直
進筒５５（図６参照）と連動するための連動部３５ｅが形成されており、連動部３５ｅは
、１群筒３１の孔３１ｆを光軸方向に貫通する。
【００４５】
　スプリング３６，３７は、バリア駆動リング３５とバリア羽根３８，３９との間に配置
されている。スプリング３６，３７は、一端がバリア駆動リング３５のフック３５ａ，３
５ｂに掛けられ、他端がバリア羽根３８，３９の不図示のフックに掛けられることで、バ
リア羽根３８，３９を開き方向に付勢する。
【００４６】
　バリア羽根３８，３９は、バリア駆動リング３５とバリアカバー４１との間に配置され
ている。バリア羽根３８，３９には、軸３８ａ，３９ａが形成され、軸３８ａ，３９ａは
、１群筒３１の支持孔３１ｃ，３１ｄに回転可能に支持される。バリア羽根３８，３９が
軸３８ａ，３９ａを支点に回転することで、バリアカバー４１の開口部４０ａを開閉する
。
【００４７】
　バリアカバー４１は、中央部に開口部４１ａが形成されており、固定テープ４０により
１群筒３１に固定される。
【００４８】
　図５及び図６は、筒ユニット４００を説明するための分解斜視図である。
【００４９】
　図５及び図６に示すように、筒ユニット４００は、固定筒５１、第２のカム筒５２、第
２の直進筒５３、第１のカム筒５４、及び第１の直進筒５５を備える。
【００５０】
　固定筒５１の内周部には、第２のカム筒５２を支持するための３本のカム溝５１ａと、
第２の直進筒５３の回転を規制するための３本の直進溝５１ｂとが形成されている。固定
筒５１の外周部には、ズーム減速ギアユニット５００（図７参照）を保持するための保持
部５１ｃと、シャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃを通過させて接続部２０ｂ
をレンズ鏡筒７００の外部に導く切り欠き部５１ｄとが形成されている。
【００５１】
　切り欠き部５１ｄは、固定筒５１の像面側の端面から被写体側に向けて切り欠かれてお
り、固定筒５１の円周方向の幅は、シャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃの幅
より大きく設定されている。
【００５２】
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　切り欠き部５１ｄの周囲には、レンズ鏡筒７００の収納状態において、シャッターフレ
キシブル基板２０の連結部２０ｃを収納する収納空間５１ｋ（図１２，１３参照）を形成
するための壁５１ｍが固定筒５１の径方向外側に突出して形成されている。壁部５１ｍは
、固定筒５１の外周部において、切り欠き部５１ｄの被写体側及び切り欠き部５１ｄの固
定筒５１の円周方向両側にそれぞれ配置されている。
【００５３】
　固定筒５１の切り欠き部５１ｄの像面側の端部には、切り欠き部５１ｄの変形を防止す
るための位置決め軸５１ｅ，５１ｆが切り欠き部５１ｄを固定筒５１の円周方向に挟むよ
うに形成されている。位置決め軸５１ｅ，５１ｆは、支持地板１の不図示の孔にそれぞれ
嵌合される。また、切り欠き部５１ｄの前方（被写体側）に配置された壁部５１ｍには、
シャッターフレキシブル基板２０の位置を固定する固定軸５１ｇが形成されており、固定
軸５１ｇには、シャッターフレキシブル基板２０の孔２０ｄが嵌合される。
【００５４】
　また、固定軸５１ｇの根元には、シャッターフレキシブル基板２０の孔２０ｄからの抜
けを防止するための抜け止め部５１ｈ（図１３参照）が形成されている。抜け止め部５１
ｈは、Ｄカットされて、固定軸５１ｇの先端径より細く設定されており、この抜け止め部
５１ｈまでシャッターフレキシブル基板２０の孔２０ｄが嵌合される。
【００５５】
　第２のカム筒５２は、外周部に３本のカムフォロア５２ａが形成され、３本のカムフォ
ロア５２ａは、固定筒５１の３本のカム溝５１ａに係合する。この係合により、第２のカ
ム筒５２は、固定筒５１に対して回転可能に支持され、３本のカム溝５１ａのカムリフト
に沿って回転しながら光軸方向に進退移動する。
【００５６】
　第２のカム筒５２の外周には、ズーム減速ギアユニット５００（図７参照）の回転力が
伝達されるギア５２ｂが形成されている。第２のカム筒５２の内周部には、第１のカム筒
５４に回転力を伝達するための３本の直進溝５２ｃと、２群ユニット２００を支持するた
めの３本のカム溝５２ｄとが形成されている。３本のカム溝５２ｄには、シャッター地板
１１の３本のカムフォロア１１ｂが係合する。この係合により、２群ユニット２００は、
第２のカム筒５２の３本のカム溝５２ｄのカムリフトに沿って光軸方向に進退移動する。
【００５７】
　第２の直進筒５３は、第２のカム筒５２の内周側に回転可能に支持され、第２のカム筒
５２と一体に光軸方向に進退移動する。このとき、第２の直進筒５３の外周部に形成され
た３本の突起５３ａが固定筒５１の３本の直進溝５１ｂに嵌合することで、第２の直進筒
５３の回転が規制される。
【００５８】
　第２の直進筒５３の内周部には、第１のカム筒５４を支持するための３本のカム溝５３
ｂと、第１の直進筒５５の回転を規制するための３本の直進溝５３ｃと、第１のカム筒５
４の駆動軸５４ｂを貫通させるための３本のカム孔５３ｄとが形成されている。また、第
２の直進筒５３の内周部には、２群ユニット２００の回転を規制するための３本の直進孔
５３ｅが形成されており、３本の直進孔５３ｅには、シャッター地板１１の３本のカムフ
ォロア１１ｂが係合する。
【００５９】
　第１のカム筒５４の外周部には、３本のカムフォロア５４ａが形成され、３本のカムフ
ォロア５４ａは、第２の直進筒５３の３本のカム溝５３ｂに係合する。この係合により、
第１のカム筒５４は、第２の直進筒５３に対して回転可能に支持され、第３本のカム溝５
３ｂのカムリフトに沿って回転しながら光軸方向に進退移動する。
【００６０】
　また、第１のカム筒５４の外周部には、３本の駆動軸５４ｂが形成され、３本の駆動軸
５４ｂは、第２の直進筒５３の３本のカム孔５３ｄを貫通して、第２のカム筒５２の３本
の直進溝５２ｃに係合する。この係合により、第２のカム筒５２の回転力が第１のカム筒
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５４に伝達される。
【００６１】
　第１のカム筒５４の内周部には、１群ユニット３００を支持するための３本のカム溝５
４ｃが形成されており、３本のカム溝５４ｃには、１群筒３１の３本のカムフォロア３１
ｅが係合する。この係合により、１群ユニット３００は、３本のカム溝５４ｃのカムリフ
トに沿って光軸方向に進退移動する。
【００６２】
　第１の直進筒５５は、第１のカム筒５４の内周側に回転可能に支持され、第１のカム筒
５４と一体に光軸方向に進退移動する。このとき、第１の直進筒５５の外周部に形成され
た３本の突起５５ａが第２の直進筒５３の３本の直進溝５３ｃに係合することで、第１の
直進筒５５の回転が規制される。
【００６３】
　第１の直進筒５５の外周部には、１群ユニット３００の回転を規制するための３本の直
進孔５５ｂが形成されており、３本の直進孔５５ｂには、１群筒３１の不図示の３本の突
起が係合する。また、第１の直進筒５５の先端部には、レンズ鏡筒７００の収納動作にお
いて、バリア駆動リング３５を駆動するカム部５５ｃが形成されている。
【００６４】
　図７は、ズーム減速ギアユニット５００の分解斜視図である。
【００６５】
　図７に示すように、ズーム減速ギアユニット５００は、ズームモーター６１、及び減速
ギア６２，６３，６４を備える。
【００６６】
　ズームモーター６１は、不図示のビスにより支持地板１の支持部１ｈに固定される。減
速ギア６２は、ズームモーター６１のモーター軸に圧入され、ズームモーター６１と一体
で回転する。
【００６７】
　減速ギア６２は、減速ギア６３と噛合し、減速ギア６３，６４は、固定筒５１の保持部
５１ｃにより支持地板１の支持部１ｋに支持される。減速ギア６３は、減速ギア６４と噛
合し、減速ギア６４が第２のカム筒５２のギア５２ｂに噛合することで、ズームモーター
６１の回転力が第２のカム筒５２に伝達される。
【００６８】
　図８は、撮像素子ユニット６００の分解斜視図である。
【００６９】
　図８に示すように、撮像素子ユニット６００は、光学フィルター７１、防塵ゴム７２、
固定板７３、撮像素子７４、及び撮像素子フレキシブル基板７５を備える。
【００７０】
　光学フィルター７１は、支持地板１の後方に配置され、防塵ゴム７２により支持地板１
に支持される。防塵ゴム７２は、中央部に開口部７２ａが形成され、開口部７２ａの周囲
には、光学フィルター７１を光軸方向に押圧するための押圧部７２ｂが形成されている。
固定板７３は、中央部に撮像素子７４を固定するための開口部７３ａが形成され、３本の
ビス７６により支持地板１に固定される。
【００７１】
　撮像素子７４は、撮影光学系３３，３４，２１，３を介して結像された被写体の光学像
を画像信号に光電変換する。撮像素子７４は、固定板７３の開口部７３ａ内に配置され、
接着等で固定板７３に固定される。
【００７２】
　撮像素子フレキシブル基板７５には、撮像素子７４が半田付けされる。撮像素子フレキ
シブル基板７５は、撮像素子７４で光電変換された画像信号を不図示のカメラ本体側の画
像処理回路に供給する。
【００７３】
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　図９は、１群ユニット３００に組み込まれた２群ユニット２００のシャッターフレキシ
ブル基板２０を筒ユニット４００の固定筒５１に組み込む前の状態を示す分解斜視図であ
る。図１０は、２群ユニット２００のシャッターフレキシブル基板２０が固定筒５１に組
み込まれた筒ユニット４００をフォーカスユニット１００の支持地板１に組み込む前の状
態を示す分解斜視図である。図１１は、２群ユニット２００のシャッターフレキシブル基
板２０が固定筒５１に組み込まれた筒ユニット４００がフォーカスユニット１００の支持
地板１に組み込まれた状態を示す斜視図である。
【００７４】
　図１２は、シャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃが収納される収納空間を示
す断面図である。図１３は、レンズ鏡筒７００の収納状態においてシャッターフレキシブ
ル基板２０の連結部２０ｃが収納空間に収納された状態を示す縦断面図である。図１４は
、レンズ鏡筒７００のワイド状態における収納空間でのシャッターフレキシブル基板２０
の連結部２０ｃの状態を示す縦断面図である。図１５は、レンズ鏡筒７００のテレ状態に
おける収納空間でのシャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃの状態を示す縦断面
図である。
【００７５】
　図９及び図１３を参照して、２群ユニット２００のシャッターフレキシブル基板２０を
筒ユニット４００の固定筒５１に組み込む方法について説明する。
【００７６】
　まず、図９に示す状態から、シャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃを固定筒
５１の切り欠き部５１ｄに挿入する。次に、図１３に示すように、シャッターフレキシブ
ル基板２０の孔２０ｄを固定筒５１の固定軸５１ｇに嵌め込んで抜け止め部５１ｈに嵌合
する。
【００７７】
　次に、図１０～図１３を参照して、２群ユニット２００のシャッターフレキシブル基板
２０が組み込まれた筒ユニット４００をフォーカスユニット１００の支持地板１に組み込
む方法について説明する。
【００７８】
　図１０に示す状態から、シャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃを支持地板１
の移動規制部１ｆに光軸方向に沿わせ、固定筒５１の位置決め軸５１ｅ，５１ｆを支持地
板１の不図示の孔にそれぞれ嵌合する。
【００７９】
　また、図１１～図１３に示すように、固定筒５１の切り欠き部５１ｄを支持地板１の移
動規制部１ｆで覆い、固定筒５１の固定軸５１ｇを支持地板１の移動規制部１ｆに形成さ
れた孔１ｇに挿入する。この状態では、支持地板１の移動規制部１ｆによってシャッター
フレキシブル基板２０の連結部２０ｃが固定筒５１の壁５１ｍに押圧される。ここで、固
定筒５１の壁部５１ｍ及び支持地板１の移動規制部１ｆで囲まれる部分に、シャッターフ
レキシブル基板２０の連結部２０ｃが収納される収納空間５１ｋが形成される。
【００８０】
　次に、図１３～図１５を参照して、レンズ鏡筒７００の繰り出し状態におけるシャッタ
ーフレキシブル基板２０の状態について説明する。
【００８１】
　図１３の状態から２群ユニット２００が図１４に示すワイド位置に移動した際、シャッ
ターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃは、収納空間５１ｋの内部で光軸方向に移動す
る。また、２群ユニット２００が図１５に示すテレ位置に移動した際には、シャッターフ
レキシブル基板２０の連結部２０ｃは、収納空間５１ｋの内部で固定筒５１の切り欠き部
５１ｄの被写体側に配置された壁部５１ｍに当接する。
【００８２】
　以上説明したように、本実施形態では、固定筒５１の像面側の面部から被写体側に向け
て切り欠かれた切り欠き部５１ｄにシャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃを挿
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入する。この挿入により、シャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃ及び接続部２
０ｂを容易に固定筒５１の外部に露出させることができる。
【００８３】
　これにより、従来必要であったレンズ鏡筒の繰り出し作業及びシャッターフレキシブル
基板の貫通孔への差し込み作業が不要となり、シャッターフレキシブル基板の組付作業性
の向上を図ることができる。
【００８４】
　また、本実施形態では、固定筒５１の固定軸５１ｇに移動規制部１ｆに形成された孔１
ｇを挿入することで、移動規制部１ｆでシャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃ
を介して切り欠き部５１ｄを覆って連結部２０ｃを固定筒５１の壁５１ｍに押圧する。こ
の押圧により、シャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃを固定筒５１に確実に保
持することができる。
【００８５】
　従って、シャッターフレキシブル基板２０の連結部２０ｃ及び接続部２０ｂを固定筒５
１の切り欠き部５１ｄを通過させた直後に接続部２０ｂを折り曲げても、従来のように、
連結部２０ｃに鏡筒内部への押込み力が発生することがない。この為、シャッターフレキ
シブル基板２０の連結部２０ｃで撮影光学系を通過した光が反射してゴーストやフレアが
発生したり、レンズ鏡筒の収納状態で、シャッターフレキシブル基板２０が鏡筒内部の部
品に挟み込まれて断線したりするのを回避することができる。
【００８６】
　なお、本発明の構成は、上記実施形態に例示したものに限定されるものではなく、材質
、形状、寸法、形態、数、配置箇所等は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変
更可能である。
【符号の説明】
【００８７】
１　支持地板
１ｆ　移動規制部
１ｇ　孔
２０　シャッターフレキシブル基板
２０ａ，２０ｂ　接続部
２０ｃ　連結部
２０ｄ　孔
５１　固定筒
５１ｄ　切り欠き部
５１ｇ　固定軸
６１　ズームモーター
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